
 

基発 0112第２号  

令和５年１月12日 

 

都道府県労働局長  殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

( 公  印  省  略  ) 

 

石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 

 

石綿障害予防規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第２号。

以下「改正省令」という。）が令和５年１月11日に公布され、令和８年１

月１日から施行される。その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるの

で、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期された

い。 

 

記 

 

１ 趣旨 

建築物等（建築物、工作物及び船舶（鋼製の船舶に限る。以下同じ。）

をいう。以下同じ。）の解体又は改修の作業（以下「解体等の作業」と

いう。）における石綿へのばく露による健康障害の防止に関しては、石

綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第134

号）等が令和２年10月１日から順次施行されているところである。 

今般、工作物の解体等の作業を行う際の事前調査（石綿障害予防規則

（平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。）第３条第１

項に規定する石綿等の使用の有無に係る調査をいう。以下同じ。）を行

う者の要件等について、所要の改正を行った。 

 

２ 改正の要点 

工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等（第３条

第４項及び第７項関係） 

（１）事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されてい

るおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使

用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則第

３条第３項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するた

めに必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わ



 

せることを義務付けたこと。 

（２）事業者は、工作物の解体等の作業に係る事前調査を行ったときは、

当該調査を行った者の氏名を記録し、当該記録及び（１）の事前調査

を行った場合においては、当該調査を行った者が（１）の厚生労働大

臣が定める者であることを証明する書類の写しを３年間保存するこ

とを義務付けたこと。 

 

３ 細部事項 

（１）工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の資格要件を設

ける対象（第３条第４項関係） 

 ① 本項の工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の資格

要件を設ける対象は以下のとおりであること。 

ア 特定工作物（石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定

に基づき厚生労働大臣が定める物（令和２年厚生労働省告示第278

号）に掲げる工作物（石綿等が使用されているおそれが高いもの

として厚生労働大臣が定めるものであり、石綿則第４条の２に規

定する事前調査結果の報告対象となる工作物））の解体等の作業 

イ 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の

石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業 

② 本項の「塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の

除去等の作業」には、塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート

補修材（シーリング材、パテ、接着剤等）の除去等が含まれるもので

あること。 

（２）工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を実施するために必要な

知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものの具体的な要件（第

３条第４項及び第７項第11号関係） 

   本項の工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を実施するため

に必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものの具体的

な要件は、別途告示において定めること。 

 

４ 施行日 

改正省令は令和８年１月１日から施行することとしたこと。 



石
綿
障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
事
前
調
査
及
び
分
析
調
査
）

（
事
前
調
査
及
び
分
析
調
査
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

事
業
者
は
、
事
前
調
査
に
つ
い
て
は
、
前
項
各

号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
適
切
に
当
該
調
査

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
行
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
石
綿
等
が
使
用
さ

れ
て
い
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
工
作
物
以
外
の
工
作
物
の
解
体
等

の
作
業
に
係
る
事
前
調
査
に
つ
い
て
は
、
塗
料
そ

の
他
の
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ

る
材
料
の
除
去
等
の
作
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。

４

事
業
者
は
、
事
前
調
査
の
う
ち
、
建
築
物
及
び

船
舶
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
各
号
に
規

定
す
る
場
合
を
除
き
、
適
切
に
当
該
調
査
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

７

事
業
者
は
、
事
前
調
査
又
は
分
析
調
査
（
以
下

「
事
前
調
査
等
」
と
い
う
。）を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
事
前
調
査
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
第
一
号
か

ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
前
段
に
掲
げ
る
事

項
（
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場
合
に

お
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
に
限
る
。）の
記
録
を
作
成
し
、
当
該
記
録
並

び
に
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
後
段
に
掲
げ
る
書

類
を
事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
（
分
析
調
査
を

行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
体
等
の
作
業
に
係

る
全
て
の
事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
又
は
分
析
調

査
を
終
了
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）（
第

三
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て「
調
査
終
了
日
」

と
い
う
。）か
ら
三
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

７

事
業
者
は
、
事
前
調
査
又
は
分
析
調
査
（
以
下

「
事
前
調
査
等
」
と
い
う
。）を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
事
前
調
査
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ

る
事
項
（
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場

合
に
お
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
に
限
る
。）の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
（
分
析
調
査
を
行
っ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
解
体
等
の
作
業
に
係
る
全
て

の
事
前
調
査
を
終
了
し
た
日
又
は
分
析
調
査
を
終

了
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
）（
第
三
号
及

び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
調
査
終
了
日
」
と
い

う
。）か
ら
三
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

令和年月日 水曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
百
条
第
一
項
及
び
第
百
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
一
月
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





九

事
前
調
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名

九

事
前
調
査
の
う
ち
、
建
築
物
及
び
船
舶
に
係

る
も
の
（
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

る
も
の
を
除
く
。）を
行
っ
た
者
（
分
析
調
査
を

行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
分
析
調
査
を

行
っ
た
者
を
含
む
。）の
氏
名
及
び
第
四
項
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
（
分
析
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
含
む
。）の
写
し

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

第
四
項
の
事
前
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
事
前
調
査
を
行
っ
た
者
が
同
項

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
写
し

（
新
設
）

十
二

分
析
調
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
分
析
調
査
を
行
っ
た
者
の
氏
名
及
び
当
該

者
が
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し

（
新
設
）

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
事
前
調
査
の
結
果
等
の
報
告
）

（
事
前
調
査
の
結
果
等
の
報
告
）

第
四
条
の
二

事
業
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
工
事

を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
電
子

情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行

う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）

を
使
用
し
て
、
次
項
に
掲
げ
る
事
項
を
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
二

事
業
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
工
事

を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
電
子

情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行

う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。）

を
使
用
し
て
、
次
項
に
掲
げ
る
事
項
を
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

工
作
物
（
第
三
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
工
作
物
に
限
る
。）の
解
体

工
事
又
は
改
修
工
事
（
当
該
工
事
の
請
負
代
金

の
額
が
百
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

三

工
作
物
（
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
お
そ

れ
が
高
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
に
限
る
。）の
解
体
工
事
又
は
改
修
工
事

（
当
該
工
事
の
請
負
代
金
の
額
が
百
万
円
以
上

で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

四

（
略
）

四

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
条
第
三
項

第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。）と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
条
第
三
項

第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。）と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

第
三
条
第
七
項
第
五
号
、
第
八
号
、第
九
号
、

第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概

要

五

第
三
条
第
七
項
第
五
号
、
第
八
号
及
び
第
九

号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報 
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